
生駒市条例第５０号 

生駒市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

平成２４年１２月２５日 

生駒市長 山下 真 

 

   生駒市手数料条例の一部を改正する条例 

 生駒市手数料条例（平成１２年３月生駒市条例第８号）の一部を次のように改

正する。 

 第２条第２号中「及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法

律第８７号）」を「、長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律

第８７号）及び都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）

」に改める。 

 別表第２に次のように加える。 

床面積の合計が１
５０平方メートル
以内のもの 

４０,１００円（法第６条
の ２ 第 １ 項 又 は 第 ７条 の
２ 第 １ 項 の 規 定 に よる 指
定 を 受 け た 指 定 確 認検 査
機 関 、 エ ネ ル ギ ー の使 用
の 合 理 化 に 関 す る 法律 （
昭 和 ５ ４ 年 法 律 第 ４９ 号
） 第 ７ ６ 条 第 １ 項 に規 定
す る 登 録 建 築 物 調 査機 関
又 は 住 宅 の 品 質 確 保の 促
進 等 に 関 す る 法 律 第５ 条
第 １ 項 に 規 定 す る 登録 住
宅 性 能 評 価 機 関 の うち 市
長 が 定 め る も の に より 、
都 市 の 低 炭 素 化 の 促進 に
関 す る 法 律 第 ５ ４ 条第 １
項 各 号 に 掲 げ る 基 準に 適
合 す る と 認 め ら れ た計 画
（ 以 下 こ の 項 に お いて 「
低 炭 素 建 築 物 適 合 計画 」
という ｡)である 場合 にあ
っては、６，７００円） 

床面積の合計が１
５０平方メートル
を超え４００平方
メートル以内のも
の 

７５,４００円（低炭素建
築 物 適 合 計 画 で あ る場 合
にあっては、１１,４００
円） 
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物新築等計
画認定申請
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都 市 の 低 炭 素 化
の 促 進 に 関 す る
法 律 第 ５ ３ 条 第
１ 項 の 規 定 に よ
り 低 炭 素 建 築 物
新 築 等 計 画 の 認
定 の 申 請 に 対 す
る 審 査 の う ち 、
住 宅 （ 共 同 住 宅
の 住 戸 部 分 を 含
む ｡)に 係 る 審 査
（ 以 下 こ の 項 に
お い て 「 住 宅 審
査 」 と い う ｡)（
５ ２ の 項 に 係 る
ものを除く｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が４
００平方メートル
を超え８００平方
メートル以内のも

１０４,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１８,２０
０円） 



の 

床面積の合計が８
００平方メートル
を 超 え ２ ,１ ０ ０
平方メートル以内
のもの 

１４４,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、２９,１０
０円） 

床面積の合計が２
,１ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ４ ,１
００平方メートル
以内のもの 

２０４,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、４７,４０
０円） 

床面積の合計が４ ２９１,０００円（低炭素 

,１ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ８ ,３
００平方メートル
以内のもの 

建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、８３,４０
０円） 

床面積の合計が８
,３ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え １ ６ ,
５００平方メート
ル以内のもの 

３９２,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１３１,０
００円） 

床面積の合計が１
６ ,５ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超え２４
,７ ５ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの 

５１２,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１６５,０
００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が２
４ ,７ ５ ０ 平 方 メ
ートルを超えるも
の 

６００,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１７６,０
００円） 

床面積の合計が３
００平方メートル
以内のもの 

１１４,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、９,５００
円） 

床面積の合計が３
００平方メートル
を 超 え ２ ,０ ０ ０
平方メートル以内
のもの 

１８６,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、２７,２０
０円） 

床面積の合計が２
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ５ ,０
００平方メートル
以内のもの 

２８８,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、８１,５０
０円） 

床面積の合計が５
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え １ ０ ,
０００平方メート
ル以内のもの 

３６９,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１２９,０
００円） 

床面積の合計が１
０ ,０ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超え２５
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの 

４４０,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１６３,０
００円） 

都 市 の 低 炭 素 化
の 促 進 に 関 す る
法 律 第 ５ ３ 条 第
１ 項 の 規 定 に よ
る 低 炭 素 建 築 物
新 築 等 計 画 の 認
定 の 申 請 に 対 す
る 審 査 の う ち 、
共 同 住 宅 の 共 用
部 分 に 係 る 審 査
（ 以 下 こ の 項 に
お い て 「 共 用 部
分 審 査 」 と い
う ｡)（ ５ ２ の 項
に 係 る も の を 除
く｡) 

床面積の合計が２
５ ,０ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超えるも
の 

５１２,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、２０４,０
００円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都 市 の 低 炭 素 化
の 促 進 に 関 す る
法 律 第 ５ ３ 条 第

床面積の合計が３
００平方メートル
以内のもの 

２５０,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１１,４０



０円） 

床面積の合計が３
００平方メートル
を 超 え ２ ,０ ０ ０
平方メートル以内
のもの 

３９５,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、２９,１０
０円） 

床面積の合計が２
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え ５ ,０
００平方メートル
以内のもの 

５６０,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、８３,４０
０円） 

床面積の合計が５ ６８６,０００円（低炭素 

,０ ０ ０ 平 方 メ ー
ト ル を 超 え １ ０ ,
０００平方メート
ル以内のもの 

建築物適合計画である場 

合にあっては、１３１,０
００円） 

床面積の合計が１
０ ,０ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超え２５
,０ ０ ０ 平 方 メ ー
トル以内のもの 

８０７,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、１６５,０
００円） 

１ 項 の 規 定 に よ
る 低 炭 素 建 築 物
新 築 等 計 画 の 認
定 の 申 請 に 対 す
る 審 査 の う ち 、
住 宅 （ 共 同 住 宅
を 含 む ｡)以 外 の
建 築 物 に 係 る 審
査 （ 以 下 こ の 項
に お い て 「 そ の
他 審 査 」 と い
う ｡)（ ５ ２ の 項
に 係 る も の を 除
く｡) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 床面積の合計が２
５ ,０ ０ ０ 平 方 メ
ートルを超えるも
の 

９２１,０００円（低炭素
建 築 物 適 合 計 画 で ある 場
合にあっては、２０６,０
００円） 

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に対
する審査のうち、共同住宅の住戸部
分及び共用部分に係る審査（５２の
項に係るものを除く｡) 

次 に 掲 げ る 額 を 合 算し た
額 

ア  住宅審査に掲げる手
数料の額 

イ  共用部分審査に掲げ
る手数料の額 

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に対
する審査のうち、住宅（共同住宅の
住戸部分を含む｡)及び住宅（共同住
宅を含む｡)以外の建築物に係る審査
（５２の項に係るものを除く｡) 

次 に 掲 げ る 額 を 合 算し た
額 

ア  住 宅 審 査 に 掲 げる 手
数料の額 

イ  そ の 他 審 査 に 掲げ る
手数料の額 

  

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請に対
する審査のうち、共同住宅の住戸部
分及び共用部分並びに住宅（共同住
宅を含む｡)以外の建築物に係る審査
（５２の項に係るものを除く｡) 

次 に 掲 げ る 額 を 合 算し た
額 

ア  住 宅 審 査 に 掲 げる 手
数料の額 

イ  共 用 部 分 審 査 に掲 げ
る手数料の額 

ウ  そ の 他 審 査 に 掲げ る
手数料の額 

52 建築基準関
係規定適合
審査の申出
を併せて行
う低炭素建
築物新築等
計画認定申
請手数料 

都市の低炭素化の促進に関する法律
第５３条第１項の規定による低炭素
建築物新築等計画の認定の申請であ
って、同法第５４条第２項の規定に
よる当該低炭素建築物新築等計画に
係る法第６条第１項に規定する建築
基準関係規定に適合するかどうかの
審査の申出を併せて行うものに対す
る審査 

次 に 掲 げ る 額 を 合 算し た
額 

ア  ５ １ の 項 に 掲 げる 手
数料の額 

イ  １ の 項 に 掲 げ る手 数
料の額 

ウ  １ の 項 の ア に 規定 す
る １ の ２ の 項 に 掲 げ る
手 数 料 の 額 の 消 費 税 法
の 規 定 に よ る 消 費 税 及
び 地 方 税 法 の 規 定 に よ
る 地 方 消 費 税 に 相 当 す
る額 



 別表第２備考に次の１項を加える。 

 ７ ５１の項及び５２の項の床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める面積について算定する。 

 (1)  建築物を建築する場合（次号に掲げる場合及び移転する場合を除

く｡)、修繕若しくは模様替をする場合（次号に掲げる場合を除く｡)又は建

築物の低炭素化のための空気調和設備等の設置若しくは改修をする場合（

次号に掲げる場合を除く｡) 当該建築、修繕若しくは模様替又は空気調和

設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の部分の床面積 

  (2) 認定を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築し（移転する場

合を除く｡)、修繕若しくは模様替をし、又は建築物の低炭素化のための空

気調和設備等の設置若しくは改修をする場合 当該建築、修繕若しくは模

様替又は空気調和設備等の設置若しくは改修により認定を受ける建築物の

部分の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあっては、当該増加す

る部分の床面積） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


